
法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

未収入金 161,274

一般社団法人健康と経営を考える会

貸借対照表
　 2023 日現在 　

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

流動資産

現金預金 0

固定資産合計 0

流動資産合計 161,274

固定資産

資産合計 161,274

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払金 161,263

固定負債

流動負債合計 161,263

固定負債合計 0

負債合計 161,263

11

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 11

負債及び正味財産合計 161,274

当期正味財産増減額 0

正味財産合計



法人名：

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

1.

2.

3.

4.

1.

2.

 

 

受取負担金

租税公課

96,620

雑収入 0

事業費計

その他経費

13

6,319

（1）事業活動費

32,715

宣伝広告費（ホームページ運営費）

　　経常収益計

一般社団法人健康と経営を考える会

正味財産増減計算書
2022 2023 まで

(単位：円)

科　　目 金　　額
Ⅰ 経常収益

受取会費
正会員受取会費 660,000 660,000
事業収益

2022年度シンポジウム事業収入 550,000

1,033,821

受取負担金 483,821

受取利息 13

その他収益

1,693,834

Ⅱ 経常費用

事業費

2022年度シンポジウム運営費 1,165,480

2022年度定例会

事業活動費計 1,198,195

1,198,195

管理費

74,100

雑費

138,600

会議費 180,000

支払手数料（商標登録）

その他経費計 495,639

当期正味財産増減額 0

次期繰越正味財産額

11前期繰越正味財産額

11

管理費計

　　経常費用計 1,693,834

495,639



1．

　　

2．

2022年度
シンポジウム

事業収益

2022年度
定例会

事業収益
事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ

1. 0 660,000 660,000

2. 550,000 550,000 483,821 1,033,821

3. 0 13 13

550,000 0 550,000 1,143,834 1,693,834

Ⅱ

業務委託費 0 0

会議費 503,267 32,715 535,982 180,000 715,982

広告宣伝費 0 138,600 138,600

接待交際費 0 0

0 0

618,860 618,860 618,860

支払手数料 43,353 43,353 96,620 139,973

租税公課 74,100 74,100

0 6,319 6,319

1,165,480 32,715 1,198,195 495,639 1,693,834

△ 615,480 △ 32,715 △ 648,195 648,195 0　　　当期経常増減額

雑費

旅費交通費

　　経常費用計

科　　目

経常費用

正会員受取会費

　　経常収益計

消費税等の会計処理

事業別損益の状況

その他収益

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

通信運搬費

(単位：円)

経常収益

事業収益

財務諸表の注記

重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日　２０１１年１１月２０日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協
議会）によっています。

事業別損益の状況は以下の通りです。



令和 4年度 監査報告書 

 

 

私監事は、当法人の令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの理事の職務執行につい

て監査を行いましたので、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1 監査の方法及びその内容 

 私監事は、理事及び事務局等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行の状況について報告を受

け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。 

 以上の方法によって、当該年度に係る事業報告書を監査しました。 

 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類等について監

査しました。 

 

2 監査の結果 

(1)事業報告書の監査結果 

 ①事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

 ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。 

(2)計算書類の監査結果 

 計算書類等は、当法人の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているも

のと認めます。  

 

 

 

 

 

令和 5年 6月 8日 

一般社団法人健康と経営を考える会 

監事  鈴木清晃   印 

 

 

 

 


